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(57)【要約】
【課題】　安価に３-モノクロロプロパン-１,２-ジオー
ル脂肪酸エステルの生成を抑制できるパーム油の製造法
の提供。
【解決手段】　搾油工程における圧搾後の圧搾油に対し
て、および／または、精製工程における精製処理以前の
パーム原油に対して、遊離塩素を除去する工程を設けた
ことを特徴とする遊離塩素が除去されたパーム原油の製
造方法。
遊離塩素を除去する工程は、１回以上水で洗う工程であ
る。上記の製造方法によって、遊離塩素量を２ｐｐｍ以
下にしたパーム原油。上記に記載のパーム原油を精製処
理した、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪
酸エステルの含量が１ｍｇ／ｋｇ以下の精製パーム油。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
搾油工程における圧搾後の圧搾油に対して、および／または、精製工程における精製処理
以前のパーム原油に対して、遊離塩素を除去する工程を設けたことを特徴とする遊離塩素
が除去されたパーム原油の製造方法。
【請求項２】
遊離塩素を除去する工程が、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生
成要因物質である遊離塩素を除去する工程である、請求項１に記載の遊離塩素が除去され
たパーム原油の製造方法。
【請求項３】
遊離塩素を除去する工程が、１回以上水で洗う工程である、請求項１または２に記載の遊
離塩素が除去されたパーム原油の製造方法。
【請求項４】
水が、純水、超純水、蒸留水、および／または、イオン交換水からなる塩素イオンを含ま
ない、または塩素イオンを除去した水である、請求項３に記載の遊離塩素が除去されたパ
ーム原油の製造方法。
【請求項５】
遊離塩素を除去されたパーム原油が、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エス
テルの生成を抑制したパーム原油である請求項１ないし４のいずれかに記載の遊離塩素が
除去されたパーム原油の製造方法。
【請求項６】
請求項１ないし５のいずれかに記載の製造方法によって、遊離塩素量を２ｐｐｍ以下にし
たパーム原油。
【請求項７】
請求項６に記載のパーム原油を精製処理した、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール
脂肪酸エステルの含量が１ｍｇ／ｋｇ以下の精製パーム油。
 
 
 
 
 
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊離塩素を除去する工程を設けたパーム原油の製造方法に関する。また、そ
の製造方法で得られた遊離塩素量を２ｐｐｍ以下のパーム原油、ならびに、そのパーム原
油を精製処理した、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルの含量が１
ｍｇ／ｋｇ以下の精製パーム油に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーム油は、主にマレーシア、インドネシアで生産されており、製造工程は、パーム果
房の中果皮から油脂を搾油する搾油工程と、精製処理をする精製工程からなる。精製方法
には、物理的精製法と化学的精製法があるが、精製工程が簡略化でき、歩留りが良好であ
ることや、得られる脂肪酸の質が良好である点から、現在では物理的精製法が主流となっ
ている。物理的精製を施されたＲＢＤ（Refined Bleached Deodorized）油は輸出され、
日本などの輸入国では、再び脱色、脱臭を行ってから使用する場合が多い。搾油工程と精
製工程（物理的精製法）のフローを図１、２に示す。
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【０００３】
　最近の研究では、食品中、特に精製食用油脂中に、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオ
ールやグリシドールが脂肪酸と結合した脂肪酸エステルとして含まれていることが明らか
になっている（非特許文献１、２、３）。エステル化されたクロロプロパノール類に関す
るリスク評価の結論を得るには至っていないが、リスク管理の視点から低減化技術の開発
が望まれている。
【０００４】
　クロロプロパノール類、グリシドール脂肪酸エステルなどの生成を抑制するため、グリ
セリド油脂が１００℃以上に加熱される処理（精製する際の脱色、脱臭工程、硬化油脂を
製造する加工工程、エステル交換油脂を製造する際の工程、調理工程など）以前に、シリ
カゲルや活性炭などの吸着剤や酵素、アルカリ処理を使用する方法（特許文献１）、脱色
、脱臭工程を経たグリセリド油脂を、シリカゲル及び／又は塩基性活性炭処理する方法（
特許文献２）が提案されている。その他にも非特許文献４に、３-モノクロロプロパン-１
,２-ジオール脂肪酸エステル類を油脂から取り除く研究が発表されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】WO2010/126136号公報
【特許文献２】WO2011/040539号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Food AdditContam, Vol.23, No.12, p.1290-1298 (2006)
【非特許文献２】LWTFood Sci Technol, Vol.42, No.10, p.1751-1754 (2009)
【非特許文献３】ILSIEurope Report Series: 3-MCPD esters in food products. Summar
y report of aworkshop held in February 2009 in International Life Sciences Insti
tute,Brussels, Belgium
【非特許文献４】Eur J Lipid SciTechnol, Vol.112, No.5, p.552-556 (2010)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　パーム油の精製で現在主流となっている物理的精製法では、３-モノクロロプロパン-１
,２-ジオール脂肪酸エステル生成の要因物質である遊離塩素を油脂中に含んだまま、脱色
、脱臭により熱をかける処理を行っているため、精製過程で３-モノクロロプロパン-１,
２-ジオール脂肪酸エステルが生成する。
　本発明は、安価に３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を抑制
できるパーム油の製造法を提供することを課題とする。また、パーム油、より具体的には
、遊離塩素量を２ｐｐｍ以下にしたパーム原油、ならびに、そのパーム原油を精製処理し
た、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルの含量が１ｍｇ／ｋｇ以下
の精製パーム油を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以下の（１）ないし（５）に記載された遊離塩素が除去されたパーム原油の
製造方法を要旨とする。
（１）搾油工程における圧搾後の圧搾油に対して、および／または、精製工程における精
製処理以前のパーム原油に対して、遊離塩素を除去する工程を設けたことを特徴とする遊
離塩素が除去されたパーム原油の製造方法。
（２）遊離塩素を除去する工程が、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステ
ルの生成要因物質である遊離塩素を除去する工程である、上記（１）に記載の遊離塩素が
除去されたパーム原油の製造方法。
（３）遊離塩素を除去する工程が、１回以上水で洗う工程である、上記（１）または（２
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）に記載の遊離塩素を除去されたパーム原油の製造方法。
（４）水が、純水、超純水、蒸留水、および／または、イオン交換水からなる塩素イオン
を含まない、または塩素イオンを除去した水である、上記（３）に記載の遊離塩素が除去
されたパーム原油の製造方法。
（５）遊離塩素を除去されたパーム原油が、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪
酸エステルの生成を抑制したパーム原油である上記（１）ないし（４）のいずれかに記載
の遊離塩素が除去されたパーム原油の製造方法。
【０００９】
　また、本発明は、以下の（６）に記載されたパーム原油を要旨とする。
（６）上記（１）ないし（５）のいずれかに記載の製造方法によって、遊離塩素量を２ｐ
ｐｍ以下にしたパーム原油。
【００１０】
　さらにまた、本発明は、以下の（７）に記載された精製パーム油を要旨とする。
（７）上記（６）に記載のパーム原油を精製処理した、３-モノクロロプロパン-１，２-
ジオール脂肪酸エステルの含量が１ｍｇ／ｋｇ以下の精製パーム油。
【発明の効果】
【００１１】
　パーム原油製造時の圧搾後の圧搾油に対して、および／または、精製処理以前のパーム
原油に対して、１回以上水で洗い、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステ
ルの生成要因物質である遊離塩素を除去する工程を設けることにより、当該パーム原油か
ら３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を抑制した精製パーム油
を得ることができる。
　アルカリ性薬剤、シリカゲルや活性炭などの吸着剤、酵素も使用せず、水のみであるこ
とから安価に、かつ、物理精製法と同様に、ソーダ油滓が出ず、質のよい脂肪酸が得られ
、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を抑制することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来のパーム原油の製造工程（搾油工程）のフローの一例を示す図である。
【図２】従来の精製パーム油の製造工程（精製工程）のフローの一例を示す図である。
【図３】本発明の、圧搾油に対して遊離塩素を除去する工程を設けたパーム原油の製造工
程（搾油工程）のフローの一例を示す図である。
【図４】本発明の、精製処理以前のパーム原油に対して遊離塩素を除去する工程を設けた
精製パーム油の製造工程（精製工程）のフローの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図３および図４に示すように、本発明のパーム原油の製造方法は、パーム原油製造時の
搾油工程における圧搾後の圧搾油、および／または、精製パーム油製造時の精製工程にお
ける精製処理以前のパーム原油を対象に、遊離塩素を除去する工程を設けたことを特徴と
する。圧搾油を対象に遊離塩素を除去する工程を設けるのは、パーム原油製造時の搾油工
程における圧搾後、好ましくは繊維質等の除去を目的とした水洗（清澄処理）後であり、
パーム原油を対象に遊離塩素を除去する工程を設けるのは、精製パーム油製造時の精製工
程におけるパーム原油の前処理として、精製処理以前である。
　なお、本発明の遊離塩素を除去する工程における遊離塩素の除去とは、３-モノクロロ
プロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を十分に抑制し得る程度に遊離塩素量を
低減すること、好ましくは遊離塩素量を２ｐｐｍ以下に低減することをいう。
　遊離塩素の除去は、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成要因
物質である遊離塩素を除去することを目的としている。したがって、遊離塩素が除去され
たパーム原油、好ましくは遊離塩素量を２ｐｐｍ以下にしたパーム原油は、３-モノクロ
ロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を抑制したパーム原油であると言える
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。そのパーム原油を精製処理した精製パーム油は、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオー
ル脂肪酸エステルの含量が１ｍｇ／ｋｇ以下の精製パーム油と成る。
【００１４】
　遊離塩素を除去する工程は、１回以上水で洗う工程である。遊離塩素を除去するための
水洗に用いる水は、純水、超純水、蒸留水、イオン交換水等の塩素イオンを含まないもの
、または塩素イオンを除去したものが好ましい。また、温度２０℃～８０℃の水を、油に
対して５～１００重量％の量で用いる。パーム原油製造時の搾油工程における圧搾後の圧
搾油、および／または、精製パーム油製造時の精製工程における精製処理以前のパーム原
油を対象に、すなわち、実質的な精製（脱ガム、脱色、脱臭）前に１回以上遊離塩素を除
去する目的で水洗を行うことであり、より好ましくは２回以上である。
【００１５】
　実施例の結果からも分かるように、現状の繊維質除去を目的とした水洗（清澄処理）１
回では十分に遊離塩素が除去できない。一方、本発明の遊離塩素を除去する工程、すなわ
ち８０℃の塩素を含まない水で水洗を１回以上、好ましくは２回以上行うことによって、
３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成要因である遊離塩素を除去
することができた。
　パーム圧搾油に含まれる繊維質などの不純物を除去するための水洗（清澄処理）後、物
理的精製を施す現在の製造方法に対して、遊離塩素を除去する工程にて１回以上水（遊離
塩素を含まない純水）で水洗し、遊離塩素を除去した後、物理的精製をする方法では、精
製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成量を抑制で
きた。
　比較例１（従来）：３.３ｍｇ／ｋｇ
　実施例１（遊離塩素除去のための水洗１回）：０.９ｍｇ／ｋｇ
　実施例２（遊離塩素除去のための水洗２回）：０.５ｍｇ／ｋｇ
【００１６】
　以下に、具体的な実施例、比較例を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
　［分析方法］　
（１）３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの含量を測定する方法
　硫酸とメタノールでグリシドール、グリシドール脂肪酸エステルを分解し、エステルを
開裂後、フェニルホウ酸で誘導体化し、ＧＣ/ＭＳにて、３-モノクロロプロパン-１，２-
ジオールとして、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルと、３-モノク
ロロプロパン-１，２-ジオールを定量する（非特許文献１）。
（２）遊離塩素の含量を測定する方法
　８０℃に加温した試料油２０ｇに、試料油の１/２量のである１０ｇの純水を加えて８
０℃で１０分間振とうした後、遠心分離にて水を分離して水溶液を得る作業を２回繰り返
し、塩素イオンを移行させた水溶液を得た。塩素イオン標準液にて、０ｐｐｍから２ｐｐ
ｍで検量線を作成し、その検量線範囲内の塩素濃度になるように水溶液を希釈した後、塩
素イオン量をイオンクロマトグラフ（Ｍｅｔｒｏｈｍ社製　８５０　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏ
ｎａｌ　ＩＣ）で測定した。
【実施例】
【００１７】
［比較例１］
　図１の搾油工程に従って得た、圧搾後に繊維質等の除去を目的とした水洗（清澄処理）
後の圧搾油を用い、乾燥したものをパーム原油をとした。得られたパーム原油中の遊離塩
素量は、５．２ｐｐｍであった。このパーム原油を以下の条件で物理的精製処理（図２）
し、精製パーム油（ＲＢＤパーム油）を得た。精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-
１,２-ジオール脂肪酸エステルの含量は、３．３ｍｇ／ｋｇであった。
　〈物理的精製処理〉
　脱ガム処理：７５％リン酸溶液をパーム原油に対して０．１重量％添加し、４０℃で１
５分間撹拌した。
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　脱色処理：活性白土をパーム原油に対して２重量％添加し、１０５℃、減圧下で２０分
間撹拌し、ろ過した。
　脱臭処理：真空下、２５０℃で６０分間、蒸気を２．５重量％吹き込んで脱臭した。
【００１８】
［実施例１］
　図３に示した通り、圧搾後に繊維質等の除去を目的とした水洗（清澄処理）を1回行っ
た圧搾油（８０℃）に、純水（８０℃）を圧搾油に対して２０重量％添加して撹拌し、遠
心分離で水層を除去して水洗する処理を１回行った後、乾燥してパーム原油とした。得ら
れたパーム原油中の遊離塩素量は、１．６ｐｐｍであった。比較例１と同様に、物理的精
製処理（脱ガム処理、脱色処理、脱臭処理）を行って、精製パーム油（ＲＢＤパーム油）
を得た。精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルの含
量は、０．９ｍｇ／ｋｇとなった。
【００１９】
［実施例２］
　図３に示した通り、圧搾後に繊維質等の除去を目的とした水洗（清澄処理）を1回行っ
た圧搾油（８０℃）に、純水（８０℃）を圧搾油に対して２０重量％添加して撹拌し、遠
心分離で水層を除去して水洗する処理を２回繰り返した後、乾燥してパーム原油とした。
得られたパーム原油中の遊離塩素量は、０．４ｐｐｍであった。比較例１と同様に、物理
的精製処理（脱ガム処理、脱色処理、脱臭処理）を行って、精製パーム油（ＲＢＤパーム
油）を得た。精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステル
の含量は、０．５ｍｇ／ｋｇとなった。
【００２０】
［実施例３］
　比較例１で得たパーム原油を８０℃に加温し、図４に示したとおり、純水（８０℃）を
パーム原油に対して２０重量％添加して撹拌し、遠心分離によって水層を除去して水洗す
る処理を２回繰り返してパーム原油を得た。得たパーム原油は遊離塩素量が０．４ｐｐｍ
となり、実施例２で得られたパーム原油と同等の品質であることを確認した。その後、物
理的精製処理（脱ガム処理、脱色処理、脱臭処理）した場合にも実施例２と同様の結果が
得られ、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルの含量は０．５ｍｇ／
ｋｇとなった。
【００２１】
比較例１、実施例１、２、および３の結果を表１に示す。
【表１】

（評価法）
◎　非常に良好（精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エス
テルの含有量が０．５ｍｇ／ｋｇ以下）
○　良好（精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステルの
含有量が１ｍｇ／ｋｇ以下）
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△　やや悪い（精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステ
ルの含有量が２ｍｇ／ｋｇ以下）
×　悪い（精製パーム油中の３-モノクロロプロパン-１，２-ジオール脂肪酸エステル遊
離塩素の含有量が２ｍｇ／ｋｇより多い）
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明のパーム原油の製造方法は、ソーダ油滓が発生せず、歩留まりも良好で、質の良
い脂肪酸が得られる物理的精製法の特徴を残し、３-モノクロロプロパン-１，２-ジオー
ル脂肪酸エステルの生成を抑制することができる。また、アルカリ性薬剤、シリカゲルや
活性炭などの吸着剤、酵素も使用せず、水のみであることから安価に製造できる。
　本発明は、３-モノクロロプロパン-１,２-ジオール脂肪酸エステルの生成を抑制した精
製パーム油を提供するために貢献することが期待できる。
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